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出産・子育てに不安がある方

佐賀市こども家庭センター

母
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産前産後母子支援ステーションましゅまろネット（さが妊娠SOSましゅまろネット）

佐賀市こども家庭センター

妊娠したかもしれないなどの悩み、思いがけない妊娠による妊娠出産の悩みに関する相談対応
と同行支援、安心安全に過ごせる居室の提供と生活育児支援（入所条件あり）をしています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。専門職員が対応します。
※相談無料　※匿名OK　※秘密厳守

思いがけない妊娠のお悩みなど、妊娠・出産、女性の心身の健康等に関する様々な悩みや不安
の相談に対し、助産師や医療ソーシャルワーカーが電話にて助言、情報提供します。

フリーダイヤル　0120-095-991（月〜金：９時〜17時）※祝日年末年始を除く電　話

saga-ninshin-sos@mashumaronet .com（HPにお問い合わせホームあり）メール

友達登録後相談可能　24時間365日受付（緊急時対応あり）L I N E

HP LINE

こ こ

40-7252

知っておきたい、生活のための経済的支援
し せい かつ けいざい てき し えん

経
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父母

40-7252

３歳未満

３歳〜高校生年代

第１子・第２子

15，000円

10，000円

第３子

30，000円

父母

40-7252

こどもが病気やケガなどで治療を受けたときの医療費（保険診療分）の一部を助成します。

中学生（令和８年１月１日より高校生年代）以下のこどもがいる家庭で、ひとり親となられ

た場合や離婚された場合で、健康保険証や振込先が変更になる方は届出が必要です。

＜助成方法＞

子どもの医療費受給資格証を医療機関へ提示し、医療機関ごと・薬局ごとに１月あたりの保護者負担額

を支払ってください。県外の医療機関を受診した場合は、医療機関へ医療費を支払った後、市役所に助

成の申請をしてください。保護者負担額を控除した額を振り込みます。

＜保護者負担額＞

■未就学児

　入院：上限1,000円　通院：上限500円×2回まで　調剤：自己負担なし

■小学生・中学生（高校生年代は令和８年１月１日以降の受診・調剤分より）

　入院：上限1,000円　通院：上限500円×2回まで　調剤：上限500円×2回まで

高校生年代（18歳年度末）までの児童を養育している方に支給されます。

ひとり親となられた場合や結婚された場合は、必ず窓口へお知らせくだ

さい。（公務員の方は勤務先へ）

父母

こども

◎加入医療保険・振込先変更の手続に必要なもの

保護者の通帳

こどもの加入医療保険情報のわかる書類

届出人の身分証明書

（２月、４月、６月、８月、10月、12月）６

※第１子、第２子は、22歳に達する日以降の最初の３月31日までの養育している子の中で数えます。



〈手当額（月額）〉

〈支払月〉

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方（所得に応じて決定）

（令和7年4月現在）

子１人のとき

子２人目以降
（子が1人増すごと）

46,690円

11,030円加算

11,010円〜46,680円

5,520円〜11,020円加算

〈所得限度額〉

扶養家族

の数

本人

手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方

扶養義務者・配偶者・

孤児等の養育者

0人

１人

2人

３人以上

　690,000円

1,070,000円

1,450,000円

以下380,000円ずつ加算

2,080,000円

2,460,000円

2,840,000円

以下380,000円ずつ加算

2,360,000円

2,740,000円

3,120,000円

以下380,000円ずつ加算

年６回（奇数月）

5月 7月 9月 11月 1月 3月

3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分 11・12月分 1・2月分

※　手当を受けている人の前年の所得（課税台帳上の所得に前年、児童を養育している父又

は母、あるいは児童が児童の母又は父から受け取った養育費の８割を合算した額）が上記

の限度額以上ある場合は、その年度（11月から翌年の10月まで）は、手当の全部又は一

部が支給停止されます。

　　また、扶養義務者（対象者と同居している家族の方）の前年の所得が上記の限度額以上

ある場合は、その年度（11月から翌年の10月まで）は、手当が支給されません。

40-7252

父母

◎ひとり親家庭等医療費助成と児童扶養手当の手続に必要なもの

住居の証明

お住まいの状況を確認する必要があるため、住居に応じて下記の書類を手続

時に御用意ください。

　・住居が賃貸物件の場合は、『賃貸借契約書』など

　・住居が公営住宅の場合は、『入居決定通知書』など

　・住居が持家の場合は、『固定資産税納税通知書』など

請求者名義の通帳

☆ 名字が変わった場合、新しい名字の通帳です。

請求者・児童の個人番号（マイナンバー）を確認できるもの

個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票

☆ 同居している3親等内血族の方の分も必要です。

本人確認用の証明書等

1つで確認できるもの（写真付き）：個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

2つで確認できるもの（写真なし）：健康保険証、年金手帳、納税証明書など

公的年金の資格及び納付に関する記録等

・厚生年金の方は『被保険者記録照会回答票』

　[交付機関：日本年金機構　佐賀年金事務所（旧社会保険事務所）]

・国民年金の方は『公的年金連絡票』

　[交付機関：佐賀市役所保険年金課国民年金係（20・21番窓口）]

・共済年金の方は、職場でお問い合わせください。

請求者・児童の現在の戸籍謄本　１通（戸籍が異なる場合は各１通）

現在の戸籍にひとり親家庭になった事項（離婚日、死別日等）の記載がない場

合は、戸籍（除籍・改製原）謄本（上記事項の記載があるもの）１通も必要です。

☆ 児童の戸籍が前夫や前妻の戸籍に入っていてもかまいません。

☆ 児童の親権者が前夫や前妻であってもかまいません。

加入医療保険情報のわかる書類（請求者と児童全員分）

☆ 児童が父親（母子家庭の場合。父子家庭の場合は「母親」。）の健康保険 

　の被扶養者となっている場合は変更してください。

その他

※ 請求者の事情や状況に応じて、上記以外の書類等の提出を求める場合があ

　りますので、こども家庭課へお問い合わせください。

※ 偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合、返還など罰則規定が適

　用されることがあります。 
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父母

また、所得制限があります。

また、所得制限があります。

重度の心身障がい者（身体障害者手帳の１級又は２級をお持ちの方、療育手帳Ａ判定をお持ちの方、

身体障害者手帳の３級をお持ちでＩQが５０以下の方、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方）

が、病気やケガ等で、医療機関等で治療を受けた際の医療費の一部について助成を行います。 

※所得制限あり

（令和 7 年４月現在）

40-7251

21

33

しょう ざいてき し えんけい

障がいがあるこどもへの経済的支援

、知的、

56,800
37,800

16,100

父母

父母

父母

（令和 7 年４月現在）

寡父母

経
済
的
支
援

一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。

●家賃の補助

離職、自営業の廃止、または個人の責任や都合ではない理由で休業などになっ

て、収入が減り、住居を喪失した方または喪失のおそれのある方を対象に、求職

の活動を行うことなどを要件に、家賃相当分の給付金を支給します。

＜支給上限額＞

単身世帯：30,300円、２人世帯：36,000円、３人～５人世帯：39,400円など

＜支給期間＞

原則として３か月（一定の条件で３か月ごとに２回まで延長可（最長９か月））。

●転居費用の補助

配偶者が亡くなられたり、離職したりして世帯収入が大きく減少し、住居を喪失した方または住居

喪失のおそれのある方で、家計改善のために家賃が安い住宅に転居する必要があると認められる方

を対象に、転居費用相当分の給付金を支給します。

＜対象経費＞

転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用（礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、

住宅保険料）、ハウスクリーニングなどの原状回復費用（転居前の住宅に係る費用を含む）、

鍵交換費用　　※敷金や前家賃等は対象外

＜支給上限額＞

単身世帯：90,900円、２人世帯：108,000円、３人～５人世帯：118,200円など

※詳細な要件については、生活福祉課 福祉・就労支援室までお問い合せください。

ひとり親・寡婦控除

48

ひとり親

控除

寡婦控除

[女性]

未婚または配偶者と死別もしくは離別した後再婚しておらず（配偶者の生死が明らかでない方も

含む）、生計を同一にする子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年中

の総所得金額等の合計金額が48万円以下）がおり、前年中の合計所得金額が500万円以下である

とき。

ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の方がいる場合を除く。

本人がひとり親控除に該当しない方で、次のいずれかに該当するとき（前年中の合計所得金額が

500万円以下であるとき。ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の方がいる場合を除く）

（1）夫と死別した後、再婚していない（夫の生死が明らかでない方も含む）

（2）夫と死別または離婚した後再婚しておらず（夫の生死が明らかでない方も含む）、子以外の扶

　養親族（16歳未満の扶養親族も含む）がいるとき。

所得控除を受けるためには申告をする必要があります。

る場合に受けられる控除です。

※上記ひとり親・寡婦に該当する方で前年中の合計所得金額が 135 万円以下の方は、申告することで市県民税が非課税になります。

※生計を同一にする子の所得要件は、令和８年度から 58 万円以下に改正されます。

※扶養控除の所得要件は、令和８年度から58万円以下に改正されます。

※不明な点があれば、市民税課（電話：0952-40-7062）へお問い合わせください。

寡父母

寡父母

54

寡父母
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含む）、生計を同一にする子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年中

の総所得金額等の合計金額が48万円以下）がおり、前年中の合計所得金額が500万円以下である

とき。

ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の方がいる場合を除く。

本人がひとり親控除に該当しない方で、次のいずれかに該当するとき（前年中の合計所得金額が

500万円以下であるとき。ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の方がいる場合を除く）

（1）夫と死別した後、再婚していない（夫の生死が明らかでない方も含む）

（2）夫と死別または離婚した後再婚しておらず（夫の生死が明らかでない方も含む）、子以外の扶

　養親族（16歳未満の扶養親族も含む）がいるとき。

所得控除を受けるためには申告をする必要があります。

る場合に受けられる控除です。

※上記ひとり親・寡婦に該当する方で前年中の合計所得金額が 135 万円以下の方は、申告することで市県民税が非課税になります。

※生計を同一にする子の所得要件は、令和８年度から 58 万円以下に改正されます。

※扶養控除の所得要件は、令和８年度から58万円以下に改正されます。

※不明な点があれば、市民税課（電話：0952-40-7062）へお問い合わせください。

寡父母

寡父母
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寡父母



一時的な資金の貸付と必要な支援を受けることにより独立自活ができると

認められる世帯であって、資金の融通を他から受けることが困難と認めら

れる世帯への貸付制度です。貸付には対象となる条件や事前審査がありま

す。実施主体は佐賀県社会福祉協議会となっておりますが、まずは窓口の

佐賀市社会福祉協議会へご相談ください。

※母子及び父子家庭等は母子父子寡婦福祉資金貸付に同様の貸付があれ

ば、そちらが優先されます。他に利用できる公的給付・貸付制度があれば、

そちらが優先されますので詳しくはお問い合わせください。

寡父母

32-6668

寡父母

こども家庭課

この貸付制度は、母子・父子・寡婦家庭の生活設計の一助として、経済的自立

を助成し、児童の福祉を増進するために佐賀県が貸し付けるものです。

問い合わせや相談の窓口は、こども家庭課です。

※原則、連帯保証人をたてていただくようお願いをしています。
　ただしご本人の家計状況などにより連帯保証人をたてずに申請できる場合もあります。
（資金によっては、連帯保証人をたてない場合有利子となるものがあります。）

　詳しくはご相談ください。

経
済
的
支
援

早めにチェック、教育等のための経済的支援
はや きょういく とう けいざい てき し えん

40-7286

40-7358

保育料等が軽減される場合があるので、ひとり親家庭になったら速やかに窓口

で手続きを行いましょう。手続きを行った翌月分からが軽減の対象です。

ほ　いくりょうとう けいげん

保育料等の軽減 父母

父母

※令和元年10 月開始の幼児教育・保育の無償化により、1号・２号の保育料が無償化されています。

通学費（山間の一部地域のみ）

※学年、佐賀市立以外の学校への就学等、状況により該当しない項目もあります。

父母

教育認定（１号認定）を受けて入所している児童と、保育認定（２、３号認定）を受けて入所し

軽減

こ

こ

4月に佐賀市内の小中学校に入学予定のこどものいる世帯で、佐賀市就学援助要件に該当する世
帯に対して、就学援助費（新入学用品費）を入学前の3月に支給します。受付期間等は佐賀市立の
各小中学校、佐賀市教育委員会学事課にお問合せください。


